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東陽地域審議会 会長 後村 新一  

 

 

 

 

 



 

【日 時】 平成２６年７月２９日（火） 

１４時：００分 ～１５時：５０分 

 

【場 所】 東陽支所２階大会議室 

 

【出 席 者】 会 長 後村 新一 

 副 会 長 畑中 由美 

 委 員 上原 陽子 

委 員 奥村 英子 

委 員 澤村 修治 

委 員 緒方 康代 

 委 員 古田 美千子 

委 員 中野 敏憲 

 

【欠 席 者】 委 員 山本 雄二 

委 員 杉下 昭敏 

 

 

【事 務 局】●東陽支所 

支所長       橋永 高徳 

総務振興課長    松岡 猛 

総務振興課課長補佐兼総務人権係長 

          道永 幸枝 

総務振興課振興係長 井戸 康雄 

総務振興課主任   森岡 貴昭 

総務振興課主任   高山 真紀 

市民福祉課長    柿本 健司 

東陽農林水産事務所長  

                 上村 英司 

東陽建設事務所建設審議員兼所長 

          福田 新士 

      ●主管課 

企画政策課長    宮川 武晴 

企画政策課企画係長 草西 亮介 

企画政策課主事   吉永 昇平 

健康福祉政策課理事兼課長 

                   硴塚 康浩 

健康福祉政策課主任 塚本 泰広 

       市民活動支援課長  澤田 宗順 

市民活動支援課副主幹兼住民自治推進係長 

                 村上 修一 

市民活動支援課参事 牛田 博之 

はつらつ健康課参事 岩瀬 由美 

行政改革課長    豊本 昌二 



 

１．開  会 総務振興課長 

 

２．会長挨拶 後村会長 

 

３．議  題 

   ■審議事項  

（１）八代市地域福祉計画策定・評価委員会委員の推薦について 

（２）住民自治によるまちづくり行動計画（後期）について 

■報告事項  

（１）八代市の特定健診の実施状況について  

（２）八代市組織機構の再編について  

（３）新市建設計画の方針について  

 

 

【議 事 録】  

■審議事項 

（１）八代市地域福祉計画策定・評価委員会委員の推薦について 

   （説明：健康福祉政策課）【資料１－１～１－５】 

 

【発言要旨】 

会   長：本日委員を推薦した方がいいのか。 

事 務 局：これまではこの場で選出して頂いているが、難しければ 

後日でもかまわない。 

会   長：選定について意見はないか。引き続き前任者を推薦する 

ということでいいか？ 

委   員：はい。 

会   長：引き続いて前任者を平成 28 年 3 月 31 日までの委員とし 

て、東陽地域審議会から推薦するということで決定する。 

 

（２）住民自治によるまちづくり行動計画(後期)について 

   （説明：市民活動支援課）【資料２】 

 

【発言要旨】 

  委   員：財政的支援の中で、業務委託を行って地域の財源確保を 

目指すとある。例として河川・道路の清掃業務などが挙 

げられているが、地域によっては人口減少・高齢化によ 

りなかなか思うように作業ができないような場合もある。 

そのような現状で、業務委託による財源確保が可能か疑 

問である。財政的な支援については、前期の反省でも各 

地域審議会においてもう少し厚い手立てが欲しいという 

意見が出ていたように、地域にだけ求めるのではなく、

もう少し財政的な投資も必要ではないかと考える。 

事 務 局：資料は２１地域、市内全域のことを捉えている。実際に 

は、地域ごとに業務委託が可能かどうか、また、可能な 



 

な業務を選択をして、できるものがあれば、それに取り 

         組み財源の確保につなげて頂きたい。また、一括交付金 

         の拡充については、これから財政課と詳細に話を詰めな 

         がら、できるだけ拡充が図れるように、安定した財源の 

         確保ができるような形で協議を進めてく予定である。 

委   員：活動拠点の整備について、コミュニティセンターに、セ 

ンター長と地元雇用職員、地域支援職員とあるが、どれ 

が現在の市の職員に当たるのか。 

事 務 局：地域支援職員を地域づくりアドバイザーとしての市の専 

従職員と捉えている。基本的には３名程度が施設管理を 

運営する上で適当な人数であると思われるので、残り２ 

人を、地域協議会で雇用・委託して頂きたいと考える。 

委   員：コミュニティセンターの業務内容の中の、まちづくり支 

援について、「計画期間中は各コミュニティセンターへ配 

置（常駐）、その後複数地域担当へ移行」とあるが、詳 

しく説明してほしい。 

事 務 局：行動計画の期間中５年間は、職員を配置したいと考えて 

いる。その後は指定管理者制度を目指したいと考えてい 

るので、職員の配置はできなくなる。ただし、全て任せ 

てしまうというわけではなく、１人の職員が複数の地域 

を回りながら支援をしていくという形をとる予定である。 

委   員：公民館からコミュニティセンターへと書いてあるが、呼 

び方が変わるだけではないのか？ 

事 務 局：公民館は社会教育法の適用を受けており、物販ができな 

いなどの条件があるため、公民館では物品販売や営利目 

的の業務ができない。コミュニティセンターに変える事 

によって、例えば地域の祭の時などに自分達で作った物 

を販売したりすることができるようになる。現在の公民 

館の制約から切り離して管理運営したいと考えている。 

コミュニティセンターへ移行することで、教育委員会の 

管理である公民館を市長部局へ移管し、一元化したまち 

づくりを進めていくことができる。 

委   員：既存の施設がどこかへ変わるということではなく、今の 

施設がコミュニティセンターに変わるということなのか。 

事 務 局：その通り。 

会   長：今の公民館は社会教育の拠点施設として特に重要な役割 

を担っている。今後の社会教育の場はどうなるのか。 

事 務 局：社会教育については、教育委員会の方で検討している。 

現在は校区公民館制を取っていて、中央公民館が無い状 

態であるが、中央公民館制へ移行して中央公民館で社会 

教育活動を支援する。現在地域で行っている生涯学習活 

動等はコミュニティセンターが引き継いでいくという形 

で、地域が取り組んできた生涯学習活動が後退しないよ 

う、まちづくりの中で一体になって進めていく。 



 

会   長：この計画を遂行するために、これから住民説明会や地 

域審議会などで、どのような問題があるかなど検討して 

いくことになると思うが、資料を見ると、新しいことだ 

から不安になる。例えば、現在は市政協力員が行政から 

委嘱を受けて回覧や民生委員の推薦に携わっているが、 

今後 回覧等はなくなるのか？ 

事 務 局：基本的になくなるということは無い。地域協議会と行政 

がパートナーとなって地域からの情報伝達を行う。地域 

協議会の基にある町内会や区会などの自治会は基礎自治 

体として残り、そことの連携が必要になる。流れとして 

は、地域協議会から地域に連絡を流していくという形を 

とりたいと考えている。 

会   長：市政協力委員はなくならないのか。末端の校区自治会は 

なくならないが、市政協力員がなくなった場合、地域協 

議会が色々な事を変わってお願いすることになるのか。 

事 務 局：市政協力員制度は見直しということで検討している。詳 

細については市政協力員方との意見のやり取りの場を設 

 けて話を詰めていく予定である。流れとしては、地域協 

 議会からそれぞれの区会・地域へ情報を流していき連携 

 を図るという形で考えている。 

会   長：新しい取組みなので、問題があっても見えないような部 

分がある。住民説明会や地域審議会を通して趣旨の徹底 

を図っていただきたい。 

 

■報告事項 

(１）八代市の特定健診の実施状況について  

   （説明：はつらつ健康課）【資料３－１、３－２】 

 

 【発言要旨】 

       意見、質問なし 

 

 

（２）八代市組織機構の再編について 

   （説明：行政改革課）【資料４】 

  

【発言要旨】 

   委   員：地域として一番心配するのは、災害発生時に迅速できめ 

細やかな対応ができるような人員の確保・配置を十分検 

討して頂きたい。支所長は体制図によると推進責任者と 

いうことなので、十分お願いしたい。 

事 務 局：災害発生時の対応は重要だと認識しているので、支所に 

関しても、地域振興と災害発生時の緊急事態というもの

を非常に重要視している。更には危機管理機能の強化と

いう部分も含めて検討しているところである。 



 

会   長：組織機構再編ということで見直しが進んでいるが、行政 

区の見直しも行われているのか。 

事 務 局：行政区については、行政改革課ではなく住民自治の説明 

をした市民活動支援課の管轄であり、実際、行政区の見 

直しをしているかどうかは把握していない。 

会   長：山間部においては限界集落がかなり進行している。後 10 

年もしたら空き家も増え、昔からの行政区では葬式もで 

きないというような行政区が出てくるかもしれない。 

地元では市町村が合併したように行政区の統合も考えて 

いる。市町村が合併した場合、交付税などの財政面的な 

メリットがあったが、行政区を統合しても今のところ財 

政的メリットは無い。財政的メリットが無ければ、誰も 

動かない。積極的に推進しなくてもよいので、組織再編 

におけるメリットを示して欲しい。例えば、行政区を統 

合した場合、市政協力委員の報酬の基本分を組織再編の 

支援金として３年間引き上げるなど、何かメリットがあ 

れば進むのではないかと考える。部署が違っていても、 

同じ市の組織であるので、担当課にあげてもらいたい。 

事 務 局：３月にも後村会長より行政区についてお話を頂いており、 

      その旨をすぐに市民活動支援課に伝えている。今回もご 

意見があったことを課に伝えておく。 

 

（３）新市建設計画の変更方針について  

（説明：企画政策課）【資料５、新市建設計画「概要版」】 

 

【発言要旨】 

   意見、質問なし 

   

 

【そ の 他】事務局より、前回 第２７回の各地域の地域審議会の発言要旨を 

まとめた資料を説明。 

      また、第２９回地域審議会の開催予定（１１月前後）について

説明。 

 

【公開状況】 公 開 

 

【傍聴者数】 ０名 

 

【所 管 課】 東陽支所総務振興課振興係（内線６１１６） 


